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令和５年度第１回千葉市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

 

１ 日 時  令和５年１１月２日（木）１５時００分～１６時３０分 

 

２ 会 場  千葉市役所本庁舎３階 ＸＬ３０１会議室 

 

３ 出席者 

（１）委 員 中澤委員（分科会長）、渡辺委員（会長職務代理者）、坂原委員、栗田委員、岸委

員、今田委員、中間委員、千葉委員、松木委員、三浦委員、藤田委員、石井委員、牧

田委員、堀田委員、平川委員、大森委員（計１６名） 

（２）事務局  

【こども未来局】               宍倉こども未来局長 

【こども未来部】               大町こども未来部長 

【幼児教育・保育部】             石野幼児教育・保育部長 

【こども未来部こども企画課】         宮葉こども企画課長 

【こども未来部健全育成課】          石田健全育成課長 

【こども未来部こども家庭支援課】       髙木こども家庭支援課長 

                       中坂こども家庭支援課担当課長 

【こども未来部東部児童相談所】        山口東部児童相談所長 

【幼児教育・保育部幼保支援課】        皐月幼保支援課長 

【幼児教育・保育部幼保運営課】        小林幼保運営課長 

【幼児教育・保育部幼保指導課】        渡邉幼保指導課保育所指導担当課長 

 

４ 議 題 

（１）会長職務代理者の選任について 

（２）第２期千葉市こどもプランの令和４年度進捗状況について 

（３）千葉市こども未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）の令和４年度進捗状況について 

 

５ 議事の概要 

（１）会長職務代理者の選任について 

   会長職務代理者について、渡辺委員が選任された。 
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（２）第２期千葉市こどもプランの令和４年度進捗状況について 

   事務局から第２期千葉市こどもプランの令和４年度進捗状況について説明があり、質疑応答、 

  意見交換の後、了承として答申することを決定した。 

（３）千葉市こども未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）の令和４年度進捗状況について 

   事務局から千葉市こども未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）の令和４年度進捗状況 

  について説明があり、質疑応答、意見交換の後、了承として答申することを決定した。 

 

６ 会議経過 

佐久間補佐： 予定の時刻となりましたので、ただいまから令和５年度第１回千葉市社会

福祉審議会児童福祉専門分科会を開催させていただきます。私は本日の司会

を務めさせていただきますこども企画課課長補佐の佐久間でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 まず、本日は、過半数の委員の皆様に御出席をいただいておりますので、

条例の規定により、当会議は成立しておりますことを御報告いたします。 

 次に、傍聴に当たっての注意事項を申し上げます。入室の際に配付しまし

た傍聴要領の記載事項に違反したときは退室していただく場合がありますの

で御注意願います。 

 続きまして、お配りしております資料の確認をさせていただきます。本日、

机上に、次第、委員名簿、座席表、資料２－３の確定版を配付してございま

す。次第、委員名簿については差し替えが生じておりますので、机上に配付

したものを御使用ください。座席表、資料２－３の抜粋版は当日配付となり

ます。その他の配付資料につきましては、事前に送付しておりますものを御

使用ください。 

 不足等はございませんでしょうか。不足等がございましたら、事務局から

お渡ししますので、お申しつけください。 

 それでは、開会に当たりまして、宍倉こども未来局長より御挨拶を申し上

げます。 

宍倉局長： 皆様こんにちは。こども未来局長の宍倉と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 令和５年度第１回千葉市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の開会に当た

りまして一言御挨拶申し上げます。 
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 本日は、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中御出席いただき、

誠にありがとうございます。日頃より本市の市政各般にわたりまして多大な

る御理解、御協力を賜っておりますこと、この場をお借りいたしまして厚く

御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 御承知のように我が国の少子化の状況は、昨年、初めて出生数が80万人を

割り込むなど、深刻化しております。国が今年６月に決定いたしましたこど

も未来戦略方針におきましても、少子化は我が国が直面する最大の危機であ

るとの認識が示されております。 

 このような少子化の状況は本市も同様でございまして、子どもや子育て家

庭への支援の充実は喫緊の課題でありまして、本会議が担う役割はますます

重要性を増しているところでございます。 

 さて、本日の会議では、まず、子どもや子育て家庭の支援を体系的・総合

的に推進することを目的といたしました第２期千葉市こどもプランの昨年度

の進捗状況について御報告をさせていただき、続きまして、子どもの貧困対

策の推進を目的とした千葉市こども未来応援プランの昨年度の進捗状況につ

いて、それぞれ御審議をお願いいたしたいと存じます。 

 委員の皆様方にはそれぞれの専門的なお立場から忌憚のない御意見を賜り

ますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせ

ていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

佐久間補佐： なお、千葉市社会福祉協議会常務理事矢澤委員、千葉市ＰＴＡ連絡協議会

副会長平井委員、植草学園短期大学教授佐藤委員におかれましては、御欠席

の御連絡をいただいております。 

 ここからは会長に議事を進行していただきたいと存じます。よろしくお願

いいたします。 

 

議題（１）会長職務代理者の選任について 

 

中澤会長： よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、議題（１）会長職務代

理者の選任に入りたいと思います。事務局から、選任方法について説明をお

願いいたします。 

宮葉課長： こども企画課の宮葉でございます。よろしくお願いいたします。会長職務
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代理者の選任方法につきまして御説明を申し上げます。 

 会長職務代理者につきましては、千葉市社会福祉審議会条例第５条第４項

の規定によりまして、会長の指名となっております。 

 以上でございます。 

中澤会長： ただいまの事務局の説明によりますと、会長職務代理者は会長の指名とい

うことでございます。私といたしましては、市議会教育未来委員会の委員長

であります渡辺委員にその職をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

中澤会長： 御了承いただいたということでよろしくお願いいたします。 

 それでは、渡辺委員は会長職務代理席へお移りいただけますでしょうか。

お願いします。 

（渡辺委員、席を移動） 

中澤会長： それでは、一言、就任の御挨拶をいただきたいと思います。 

渡辺委員： 教育未来委員長を務めております渡辺忍です。私自身、児童福祉分野には

ずっと興味があって注力してきた分野でありますので、お役目をいただいた

際にはしっかりと任務を果たしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

議題（２）第２期千葉市こどもプランの令和４年度進捗状況について 

 

中澤会長： ありがとうございました。 

 続きまして、議題（２）第２期千葉市こどもプランの令和４年度進捗状況

についてに入りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

宮葉課長： こども企画課の宮葉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。第

２期千葉市こどもプランの令和４年度進捗状況につきまして御説明を申し上

げます。失礼ですが、着座にて御説明をさせていただきます。 

 それでは、資料１をお願いいたします。 

 初めに、千葉市こどもプランの概要につきまして御説明をさせていただき

ます。表紙をおめくりいただき、資料１－１、第２期千葉市こどもプランに

ついてを御覧ください。 
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 まず（１）計画の概要でございます。①趣旨でございますが、今般の社会

情勢や子どもを取り巻く様々な問題に対応するため、全ての子どもと子育て

家庭への支援、青少年や若者に対する支援などを総合的に推進するために策

定したものでございます。 

 次に、②計画の位置づけでございますが、千葉市新基本計画を上位計画と

する個別部門計画といたしまして、４つの計画を一体的なものとして策定し

たものでございます。その４つの計画とは、まず、子ども・子育て支援法に

基づき策定が義務づけられ、教育・保育や様々な子ども・子育て支援につい

て、量の見込み、提供体制の確保などを定める「子ども・子育て支援事業計

画」、２つ目に、子ども・若者育成支援推進法に基づき策定が努力義務とな

っております「子ども・若者健全育成及び支援についての計画」、３つ目に、

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭の生活の安定と向上

のための支援について定める「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のた

めの措置に関する計画」、さらに、子どもの社会参画について普及啓発や推

進体制の整備、施策展開やモデル事業などについて定める「こどもの参画推

進計画」、これら４つの計画を一体的なものとして策定いたしまして、基本

施策１、「子ども・子育て支援」をはじめとする11の基本施策で構成してお

ります。 

 ③計画期間でございますが、令和２年度から６年度までの５年間としてお

ります。なお、計画の中間年度に当たります令和４年度に社会・経済情勢の

変化や過去２年間の実績等を踏まえまして、令和５年度と６年度の目標事業

量や取組内容などにつきまして計画の見直しを行っております。 

 次に、（２）進捗管理の方法でございますが、各章における新規・拡充・

見直し事業の進捗状況や事業の取組内容とともに、第１章、子ども・子育て

支援における教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の提供につきまして、

項目ごとに評価を行い、計画全体の進捗管理を行うこととしております。 

 続いて、（３）進捗状況の公表でございますが、本日、当分科会におきま

して計画における実施状況や評価について御意見等をお聞きした上で、11月

下旬頃に市のホームページで公表する予定でございます。 

 最後に、（４）社会福祉審議会児童福祉専門分科会における報告について

ですが、当プランは255事業という非常に多くの事業で構成しておりますの
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で、全ての事業の進捗状況について御報告をさせていただくことは時間的に

難しい状況でございます。したがいまして、本日は、（２）に記載してござ

います評価項目のうち、①の新規・拡充・見直し事業、③の教育・保育の提

供、並びに④の地域子ども・子育て支援事業の提供の実施内容や目標値に対

する状況につきまして御説明をさせていただきます。なお、第１章の子ども・

子育て支援事業計画の部分につきましては、計画の進捗管理等を所掌する子

ども・子育て会議におきまして、既に10月16日に御審議いただいております

ので、ここでは御報告という形になることを申し添えます。 

 それではまず、計画全体の進捗状況の概要について御説明いたします。資

料１－２、第２期千葉市こどもプラン令和４年度進捗状況の概要を御覧くだ

さい。 

 一番上の網かけの部分ですが、左から、計画に位置づけている基本施策、

主な取組内容、令和４年度の実施状況を記載してございます。 

 基本施策の１、「子ども・子育て支援」から、一番下、基本施策11、「社

会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者に関する支援」まで、計

画に掲載している192の施策のうち、再掲を除いた評価対象の180の施策につ

きまして、４段階で評価をしてございます。なお、実施状況の各欄の下段に

記載している括弧書きの数値につきましては、新規・拡充・見直しの事業数

を内数で記載したものでございます。 

 評価基準につきましては、一番下の欄外の区分を御覧ください。前倒しの

実施など計画以上の成果があったものはＡ、おおむね計画どおり実施したも

のはＢ、遅れなど計画どおりの実施ができなかったものはＣ、休止・中止な

ど未実施のものはＤとしております。 

 計画全体の評価の概要でございますが、表の一番下、合計欄を御覧くださ

い。再掲を除く180施策のうち、ＡまたはＢが169施策と、全体の約94％とな

っております。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響などによりまして、

Ｃが９施策、Ｄが２施策となっております。なお、新規・拡充・見直し事業

につきましては、全41施策のうち、ＡまたはＢが34施策と全体の約87％とな

っております。一方で、こちらも新型コロナウイルス感染症の影響などによ

りまして、Ｃが６施策、Ｄが１施策となっております。 

 各新規・拡充・見直し事業の取組状況につきまして、全体の状況は資料１



 - 7 - 

－３で整理しておりますが、本日は時間の関係もございますので、資料１－

３の最初のページ、資料１－３（抜粋）と記載しております資料によりまし

て、令和４年度の評価がＣまたはＤとして、計画どおり実施できなかった事

業について御説明をさせていただきます。 

 まず、表の見方でございますが、左から、資料１－３における事業の通し

番号、次に、本プランにおける基本施策ナンバーと基本施策名、次に、基本

施策内での取組ナンバー、取組内容、該当事業の事業名と所管課を記載して

おります。その右にプラン策定時の令和元年度現在の状況、そして、プラン

策定当初に定めた令和４年度の目標値、それに対する令和４年度の評価及び

実施内容を記載してございます。また、該当事業に関連する数値や実績につ

きまして、一番右の参考値の欄に記載してございます。 

 それではまず、一番上の通し番号１番、基本施策１、「子ども・子育て支

援」の事業名、「教育・保育人材の資質向上等のための拠点づくり」でござ

います。この事業につきましては、教育・保育人材の資質向上、離職防止、

人材確保等のための拠点づくりを目的としたもので、令和２年度に実施内容

を検討したものを継続実施することを目標としておりましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響によりまして、着手・実施が遅れたことにより、Ｃ評

価としております。ただし、令和５年３月に、幼児教育・保育のバージョン

アップ宣言を取りまとめ、その中で、令和６年度に開設することを定めてお

ります。 

 続きまして、通し番号８番、事業名、「送迎補助などの多様な補助メニュ

ーの検討」でございます。この事業は、子どもルームを運営する民間事業者

が取り組む範囲の地区や多様なニーズの受皿となることができるよう、送迎

補助などの多様な補助メニューの検討・実施を目標とするもので、令和２年

度、３年度に実施内容を検討したものを令和４年度に実施することを目標と

しておりましたが、検討をしたものの実施に至らなかったことから、Ｄ評価

としております。今後につきましては、引き続き検討を行ってまいります。 

 続きまして、通し番号15番、基本施策３、「こどもの社会参画の推進」の

事業名、「こどものまちＣＢＴ」でございます。この事業は、子どもたちが

主体となって企画運営するこどものまちをつくり、疑似社会体験を通して社

会の仕組みや社会参画の意義を学ぶことを目的としたもので、全区で開催を
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目標としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、

中央区での１区の実施にとどまったため、Ｃ評価としております。今後につ

きましては、必要に応じ、開催に向けての情報提供等の支援を行ってまいり

ます。 

 続きまして、通し番号25番、基本施策６、「こども・若者の居場所づくり」

の事業名、「放課後子ども教室と子どもルームの連携」でございます。この

事業は、希望する全ての児童が放課後子ども教室の活動プログラムに参加で

きるよう、子どもルームと必要な連携を図ることを目的としたもので、95校

での実施を目標としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、活動を見送る学校が多く、活動した68校中48校での実施にとどまったた

め、Ｃ評価としております。今後につきましても、全校で連携して実施でき

るよう支援してまいります。 

 続きまして、通し番号27番、事業名、「信頼できる大人の育成」でござい

ます。この事業は、子どもの居場所の全市展開を図るため、公開講座を開催

し、子どもの居場所で活躍できる人材を育成することを目的としたもので、

講座の受講数70人を目標としていたところですが、新型コロナウイルス感染

症の影響を踏まえ、定員数を少なく設定したため、40人の参加にとどまった

ことから、Ｃ評価としております。今後につきましては、状況に応じ、講座

の定員数について見直しを図ってまいります。 

 続きまして、通し番号28番、事業名、「子どもの居場所のネットワーク化

推進」でございます。この事業は、地域において子どもの居場所を運営する

団体等のネットワーク化により情報共有等連携強化を図ることを目的とした

もので、参加団体40団体を目標としていたところですが、子どもの居場所事

業者等を対象に連絡会議を２回開催するとともに、電子メール等により情報

共有を図ったものの、延べ26団体の参加にとどまったことから、Ｃ評価とし

ております。今後につきましては、新規登録団体の増加のための周知を実施

しつつ、連絡会議等も継続するなどネットワーク化の推進に努めてまいりま

す。 

 最後に、通し番号35番、基本施策８、「児童虐待防止対策の充実」の事業

名、「一時保護環境の改善・体制強化」でございます。この事業は、一時保

護を必要とする子どもを適切な環境に置いて保護できるよう、里親や児童福
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祉施設への一時保護委託等を活用し、一時保護所の在所日数を短縮すること

を目的としたもので、一時保護児童１人当たりの平均在所日数32日を目標と

していたところですが、児童養護施設等への入所待機児や虐待等の処遇困難

事案の増加によりまして、一時保護期間が長期化しており、所内カンファレ

ンスの充実を図り、昨年度より平均保護日数はやや短くなったものの、平均

在所日数が58.6日となったことから、Ｃ評価としております。今後につきま

しては、速やかな施設入所に向けた調整会議を県内の児童相談所及び児童養

護施設等と開催し、検討をするとともに、受入先の拡充を働きかけるなど、

日数の短縮に努めてまいります。 

 新規・拡充・見直し事業の進捗状況に関する説明は以上でございます。 

 続きまして、教育・保育の提供及び地域子ども・子育て支援事業の提供に

ついて御説明をいたします。 

 まず、資料１－５、教育・保育の提供をお願いいたします。こちらと、次

に御説明いたします地域子ども・子育て支援事業の提供につきましては、子

ども・子育て支援新制度に基づく事業計画といたしまして、子ども・子育て

支援施策の計画的な提供体制の確保を図るために定めているものでございま

す。 

 初めに、教育・保育の提供として、保育所の整備や私立幼稚園の認定こど

も園への移行、認可外保育施設の認可化などの状況を御説明いたします。表

の見方でございますけれども、大きく左と右に表が分かれております。一番

上、網かけの部分でございますが、左側の表に計画策定当初の見込みを、右

側に実施状況と確保内容を記載してございます。 

 まず、左側の計画策定当初の見込みでございますが、左から３つ目、量の

見込みの欄に、平成30年に実施いたしましたニーズ調査の結果を踏まえまし

て、各年度の認定区分に応じた４月１日時点の量の見込みを人数で示してお

ります。なお、令和５年度と６年度につきましては、昨年度に実施したニー

ズ調査の結果を踏まえまして、中間見直し後の量の見込みへと修正しており

ます。この量の見込みには、例えば現在は就労をしていない保護者が今後希

望どおりに就労した場合などに生じる潜在的な需要も含んだものとなってお

ります。これに対しまして、その右の確保方策の欄には、量の見込みに対応

した教育・保育を提供するための受皿を確保するために必要な各年度の４月
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１日の認定区分に応じた施設等の定員数を示しております。こちらにつきま

しては、新制度に基づく事業計画といたしまして、こどもプランの本編第１

章に掲載しているものでございます。 

 次に、この計画数値に対しまして受皿をどう確保したのかを右の表に実施

状況と確保内容として記載してございます。令和４年度の実施状況でござい

ますが、令和５年４月１日に向けた整備実績となりますので、表の中ほどの

網かけの下の部分、令和５年度の実施状況の欄を御覧ください 

 実施状況の欄に記載しているのが４月１日時点の各認定区分における確保

量、そして確保内容の欄にはどのような整備内容により受皿を確保したのか

を記載してございます。確保内容の内訳ですが、私立幼稚園の認定こども園

への移行が４園、その２つ右側、既存保育所の定員変更や分園設置により保

育所の定員増が10園、認定こども園の定員増が２園、小規模保育事業の定員

増が１園、事業所内保育事業の定員増が１園、家庭的保育事業の定員増が１

園、その右、事業所内保育事業における地域枠の設定が２園、その他新設な

どによりまして、合計30園で保育の必要な２号及び３号の定員について、利

用定員ベースで464人分の整備を実施いたしまして、４年連続で待機児童ゼロ

を達成しております。 

 中ほどの実施状況の一番右に見込みと実績の差という欄がございますが、

目標としておりました確保方策の合計数に対しまして、実際には定員数で計

３人分不足という結果になっております。主な理由といたしましては、整備

地域の設定に当たりまして、令和５年４月の入所児童数の状況などから直近

の需要を改めて推計し、需要が極めて高い地域に限定したことなどが挙げら

れます。今後につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響など、保育

需要の推移をこれまで以上に見極めまして、引き続き既存施設を最大限活用

し、必要な数の施設整備を行うことで、待機児童ゼロの継続を目指してまい

ります。 

 教育・保育の提供につきましては、以上でございます。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、資料１－６、地域子ども・子育て支

援事業の提供を御覧ください。 

 地域子ども・子育て支援事業は、全ての子育て家庭への多様なニーズに対

応し、地域の子ども・子育て支援の充実を図るための事業でございますが、
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全部で13事業ございますので、本日は時間の関係もあることから、主な事業

といたしまして、左上の番号①放課後児童クラブ、本市では子どもルームと

いう事業名を使用しておりますが、この事業につきまして御説明をさせてい

ただきます。表のつくりや数値の内容は異なりますが、量の見込み、確保方

策についての考え方は、先ほどの教育・保育の提供と同様でございます。 

 網かけしております令和４年度の欄を御覧ください。実施内容ですが、令

和４年度に６か所新設いたしまして、低学年向け120か所、高学年向け39か所

の計159か所を開設しております。また、平成30年度から開始した社会福祉協

議会以外の民間事業者への委託を拡充しておりまして、１か所拡大し、累計

で37か所としております。確保量につきましては、二重線で囲んでいる全市

欄に記載のとおり、低学年で当初見込み１万748人に対しまして、実績は、

3,106人少ない7,642人となっております。また、高学年では、2,701人の見込

みに対しまして、809人少ない1,892人を受け入れております。子どもルーム

の新設、民間事業者への委託替えの実施に伴いまして、待機児童は減少傾向

にございます。今後につきましても引き続き子どもルームの適正配置により

まして待機児童の解消を目指すとともに、小学校の放課後において保護者の

就労状況等にかかわらず、希望する全ての児童に安全・安心な居場所と多様

な体験・活動の機会を提供するアフタースクールの原則全校展開を目指して

まいります。 

 地域子ども・子育て支援事業の提供につきましては、以上でございます。 

 本日御説明した事業以外の取組状況につきましては、資料１－４に整理し

ております。本日は時間の関係で御説明できませんが、資料１－２で御説明

しましたとおり、新型コロナウイルス感染症による影響はあったものの、第

２期こどもプランはおおむね計画どおりに進捗が図れているものと考えてお

ります。しかしながら、様々な事情によりまして、設定した目標に達してい

ない事業もあるほか、子ども・子育てに関する新たな社会的課題に的確に対

応するため、今後も引き続き、各種事業の着実な推進を図ってまいりたいと

考えております。 

 千葉市こどもプランの令和４年度進捗状況についての説明は以上でござい

ますが、短い時間の中での説明であるため、御不明な点も多々あろうかと存

じます。この会議の後におきましても、お時間があるときに資料にお目通し
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いただきまして、お気づきの点などがございましたら、資料１－７のご意見

用紙などをお送りいただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

中澤会長： ありがとうございました。ただいま説明をいただきましたが、何か御質問、

御意見ありますでしょうか。いかがでしょうか。岸委員、お願いします。 

岸 委 員： 岸でございます。御説明ありがとうございます。資料１－５の教育・保育

の提供の部分での令和５年度のことを御説明いただきました。それで質問を

させていただきます。30園増で約460人分の増があって待機がゼロという御説

明を受けました。大変よろしいことだと思いますが、増えた話はいいですけ

れども、減った話は、どこもなくならなかったでしょうかね。小規模保育園

とか随分と苦戦されているようなお話を伺っていますので。それから、株式

会社系のものが子どもの数が減って撤退するような話もうわさとしては聞い

ていますが、実際のところどうなのかということを伺いたいと思います。 

 それから、小規模保育ですけれども、小規模保育の場合、０・１・２歳の

受入れだけですので、たしか３歳以降の提携園への移行ということが義務づ

けられたと思いますけれども、それが速やかに行われているのだろうかとい

うことを伺いたいと思います。というのは、ちょうど今、幼稚園の入園募集

時期で、私どもの園に来年度から来てくだるということで願書を提出した方

が、ある小規模保育所に今行っていて、提携園のほうから断られたのでこっ

ちへ来たというような事例がございました。そうするとこちらとしては来て

くれてありがたいことですけれども、やはりそれは当初の約束とは違う話に

なってくるので、これはもしかすると幼稚園側あるいは３歳児以上の保育所

側の問題かもしれませんけれども、そのあたり、小規模保育園認可のときに

ある程度確認ができているかどうかということを伺いたいと思います。 

 以上です。 

中澤会長： ありがとうございます。２点ほどあったと思います。お願いします。 

皐月課長： 幼保支援課の皐月と申します。よろしくお願いいたします。まず１点目の

減っているところについてなんですけれども、令和４年度中には合計129人の

定員減がございました。内訳としましては、認定こども園、小規模保育事業

等８施設で施設の定員を減らしたところ、認定こども園で休止をされたとこ

ろ、小規模保育事業と家庭的保育事業で事業の廃止をされたところがござい
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ます。廃止をされたところにつきましては、小規模保育事業が４か所、家庭

的保育事業が１か所となっております。いずれの施設につきましても、定員

まで入所人数が達しないということで定員を減らされたり、事業を廃止され

たり、もしくは同じグループの別の事業所に統合したりなどの工夫をされた

というところでございます。なお、定員減をされたところはもともと入所人

数がそのときの入所人数と同じレベル以上のところまで書類上の定員を下げ

るというような取扱いとなりますので、実際の入所には影響がないというこ

と、また、廃止等をされた事業所につきましては、ほかの施設に優先的に転

所できるような取扱いをしておりますので、通われているお子様にとって大

きな問題はないということを確認した上で、事業の廃止等を市としても了解

しているという状況でございます。 

 続きまして、３歳以降の提携園移行について円滑にできているのかという

御質問ですけれども、小規模保育事業を卒園された方が３歳以上のところに

転園される際には、入所調整の中で優先という、点数が高くなる取扱いをさ

せていただいておりまして、３歳から新しく預けたいという方々と比べると

圧倒的に入りやすいという状況は確保しておりますので、円滑に移行できる

体制としては整えておりますが、先ほど事例に出された方に関しては、その

方がどれだけ保育所の数を御希望されたか分からないですけれども、御希望

に合ったところがなかったということではないかと考えております。 

 以上です。 

岸 委 員： 併せて２点ほど。まず、後のほうですね、連携していたところは幼稚園で

したので、幼稚園側の問題かと思いますので、幼稚園協会として対処したい

ところです。ありがとうございます。 

 もう１点、転所のことですけれども、確かにハード面では速やかな転所と

いうことになるんでしょうけれども、そこに通っている子どもにとっては環

境が変わるということですよね。ですから、私も事業をしていますから分か

るのですが、最後の１人までちゃんと責任を持てるような対応をしていかな

いと、転所をすることで、環境が変わることによって子どもにかかる負荷と

いうのはあるんじゃないかなと思いますので、そのあたりのことは我々事業

者も考えなければならないことだと思いますが、少し何らかの配慮ができる

ような、システムじゃないけれども、こういう場で少し考えていければなと
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いうことを思わされたところです。感想です。ありがとうございます。 

中澤会長： ありがとうございます。それでは、そのほか何か御質問、御意見などござ

いますでしょうか。どうぞ。 

坂原委員： ひまわり会の坂原と申します。御説明いただいてありがとうございます。

資料１－３のナンバー35、「児童虐待防止対策の充実」のところについて、

令和４年度の実施内容の部分で２点ほど質問をさせてください。 

 まず１点目が、平均保護日数１人当たり58.6日ということですが、こちら

の実施内容において、施設待機児について保護日数が200日を超えるなど平均

値を押し上げているということで、施設待機児の子どもが保護日数を押し上

げるという記述がありますが、逆に、施設待機児以外の子どもというのはど

の程度の在所日数なのかというところをお伺いしたいと思います。 

 また、一時保護所の場合ですとなかなか学校に行けないなど、教育の機会

が奪われる環境にもあると思いますが、この施設待機児に関しても待機児以

外に関しましても、一時保護所における教育機会の確保が今現在どのように

行われているかというところをお伺いします。 

中澤会長： ありがとうございました。２点ございました。まず施設待機児以外の子ど

もたちの在所期間、それから、子どもたちの教育機会の保障についてお願い

いたします。 

山口所長： 東部児童相談所の山口と申します。御質問ありがとうございます。申し訳

ありません、施設入所児とそれ以外というところで、どこまで施設入所とい

ったところで分けるかということもございますが、今の具体的な数字を手元

に持っておりませんので、またこの後どこかで御報告できる機会があります

ときに改めて正確な数字を出して報告させていただきたいと思います。 

 ２点目の御質問の中で、一時保護中のお子さんについての学習機会の確保

といったところの話がございました。その一時保護が必要になったお子さん

について、保護者からの強制的な引き取りだとかそういったような危険がな

いと判断されたお子さんについては、まず預かり先があれば、里親家庭です

とか施設にお願いをして、そこから元の学校に通える可能性を最初に検討し

ています。その上で、当然、施設待機でこれだけお子さんが増えているとい

うことなので、なかなかそういった形で預けることも難しいのが現状という

ことになります。 
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 一時保護所の中での学習につきましては、今、一時保護所の職員の中に教

員が10名おりまして、日頃の学習活動ということで、男子、女子、それから

低学年のお子さん、小学校１年生から３年生については、男女共修で学習活

動を行っております。それぞれのお子さんの学年というのもございますけれ

ども、実際のお子さんの学習進度に合わせた形で、個別に学習を行っていま

す。現在、今年度予算でＩＣＴ学習環境を整えたいということで、学校にお

いてもギガタブを導入されていることを考慮いたしまして、全員分というこ

とではないのですが、タブレット端末を導入しまして、少しずつそうした学

習を進めていきたいと考えております。また、どうしても保護所の職員だけ

では教員の数が足りないため、学校の先生のＯＢで構成されております法人

に、１日３名、学習補助ということで学習指導をしていただいている状況で

ございます。 

 以上でございます。 

坂原委員： 御説明、ありがとうございました。 

中澤委員： ありがとうございました。では、大森委員、お願いいたします 

大森委員： 千葉市民間保育園協議会の大森です。先ほどの岸先生のお話の中にあった

連携施設のことについてです。うちも小規模保育事業所の連携施設になって

いたことがあり、小規模保育事業所を出て３歳になったときに受け入れると

いう要件などがあるんですが、実質的には自分の園に２歳児がたくさんいて、

その子たちが繰り上がりますので、そういった連携先からの３歳児の受入れ

というのは無理なんですね。 

 なので、その要件を含まない別の要件でそこの小規模保育事業所とは連携

の契約を結んだのですが、結果的にそこの小規模保育事業所が３歳以上児の

園舎をつくったためにこの連携をする必要がなくなったので解消しました。

しかし、協議会の会員園の中にもそういった連携先を１施設じゃなくて複数

施設受けている保育園がありますが、その複数園の小規模保育事業所から来

るであろうと予想される３歳児の枠を設けて次の年度の入園に備えたり保育

士を配置したりして待っていても、結果的にその連携先から３歳児が予想し

ていた人数よりはるかに少ない人数しか来なかったという話が協議会のほう

にも上がってきているんですね。 

 ですので、これは先ほど岸先生のおっしゃったお話とは逆のパターンで、
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断られる以前に、来なかったということが生じており、この連携施設という

制度自体がどうなのかなととても疑問を感じています。小規模保育事業所の

連携先から連携している側の保育園が４月に入園を受けるときに、そこに入

園調整が入ってしまっては人数が少なくなることも当然なのかなと思います

が、そもそも保護者の方の希望等もあるので、そこに小規模にいらっしゃる

３歳になって卒園するお子さんたちが全員この連携先に入ってくるというこ

とは考えられないのですが、だとすると、この連携施設という制度自体がど

うなのかなと思います。これは国が決めたことなので、市に言ってもどうに

もならないのかもしれませんが、岸先生が言ったような事例や我々が聞いて

いるケースが起きているので、不都合が生じている制度をまだやらなきゃい

けないのかなと、とても疑問に感じております。 

 以上です。 

中澤会長： ありがとうございます。では、お願いします。 

皐月課長： 幼保支援課、皐月でございます。御質問ありがとうございます。連携施設

につきましては、２歳児から３歳児への移行というところで入所調整も含め

て様々な課題があるということは承知しております。もともとこの子ども・

子育て支援新制度が始まった平成27年度から10年間の経過措置ということ

で、国の規定では連携施設を設けることとされていますけれども、10年間は

経過措置として設けないこともできるということで、千葉市は今のところま

だこの経過措置を活用するというスタンスを取っておりまして、ただその経

過措置の期限を迎える来年度には改めて千葉市も視点を整理する必要がある

と思っております。国のほうに制度の見直しを要望していくことも含めて、

今後どういう在り方が方向性として望ましいのか、検討をしてまいりたいと

思います。貴重な御意見をありがとうございます。 

中澤会長： 石井委員、お願いします。 

石井委員： 都賀中学校校長の石井です。よろしくお願いします。先ほど児童相談所の

ほうから学習の保障ということが出てきたんですけれども、実際に子どもの

権利というか、中学校としてその次に出す学習の保障というところで、現場

のほうで悩んでいる部分がたくさんあります。なかなか学校に足が向かない

子であったり、家庭に問題がある子を放課後に教えている先生方もたくさん

いるのが現状です。 
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 その中で、以前、何回か児童相談所を行き来した生徒の中に、家庭では保

護できないということで児相への一時預かりになりますが、高校に行けなく

なると嫌だから我慢して学校に行きたいということを言った子がいるんです

ね。そういうところを考えると、今、個々に合わせた学習の保障をしてくだ

さるというのは、確かにいろいろな先生方がいらっしゃるのも存じ上げてい

るのですが、そこの部分、タブレットひとつ取っても学校では小学校も中学

校もほとんど使っています。それが実際、一時預かりした子がそれをどれだ

け活用できているのかなとか、通知表や英検やテストについて、そういう話

をするのにもなかなか生徒と会えない、もちろん事情があるときは会えない

と言ってくださり大丈夫なんですけれども、お約束したのに会えなかったと

か、そういう部分で思うところもたくさんあったりするので、どこかで何か

本人の意思じゃなく学習の環境を奪われている生徒について考えるチャンス

があればなと思い、感想ではあるのですが、実際そういう状況もあるという

ことで、一緒に考えてくださればなと思っています。よろしくお願いします。 

中澤会長： ありがとうございます。では、お願いします。 

山口所長： 児童相談所の山口でございます。ありがとうございます。ご意見いただい

た中で、まず、お約束をしていて会えなかったことがあったとのこと、申し

訳ございませんでした。おっしゃっていただいたように、なるべく、学校の

テストや、学校で使っている課題のプリントなどは、御協力をいただいて持

ってきていただき、児童相談所の別室で誰か立ち会いのもとテストを受けた

りですとか、高校生になりますと、児童相談所の中で受けるのは駄目と言わ

れることもありますので、そういった場合には学校まで行って、もちろん別

室にはなるのですけれども、テストを受けたりなどしているような状況です。 

 できるだけ学校行事とかも含めて参加ができるような方策というのを少し

ずつ増やしてきてはいるところですが、やはり、高校生ですと、欠席にはな

らないといっても１つ１つの科目の単位に響いてくることもありますので、

そういったところは、引き続きこちらとしてもできるだけお子さんの学習機

会を確保していけるように考えていきたいと思いますので、学校の先生方に

もまた御相談させていただければと考えております。どうもありがとうござ

います。 

中澤会長： ありがとうございます。ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。 
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 それでは、最初にもありましたけれども、もう１回全体的に見ていただき

ながら、コメントがありましたら、コメント用紙がついておりますので、そ

ちらのほうに御記入をいただいて出していただければと思います。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 

議題（３）千葉市こども未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）の令和４年度進捗状況につい

て 

 

中澤会長： それでは、議題（３）に入らせていただきます。議題（３）千葉市こども

未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）の令和４年度進捗状況につい

て、事務局よりお願いいたします。 

髙木課長： こども家庭支援課の髙木でございます。では、議題（３）千葉市こども未

来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）の令和４年度進捗状況について

御説明させていただきます。失礼ですが、着座にて説明をさせていただきま

す。 

 資料２をお願いいたします。はじめに、千葉市こども未来応援プランの概

要につきまして説明させていただきます。表紙をおめくりいただき、資料２

－１、千葉市こども未来応援プランについてを御覧ください。 

 まず、１の計画の概要でございますが、（１）の趣旨につきましては、策

定当時、全国の子どもの６人に１人が相対的貧困の状態にあり、本市におき

ましても、生活保護などの支援制度の利用児童が約13人に１人いる状況から、

子どもの貧困対策に関する基本理念や基本目標を定め、施策を体系的に整備

し、総合的に推進するために策定したものでございます。 

 次に、２の計画の位置づけでございますが、子どもの貧困対策の推進に関

する法律や大綱の趣旨を踏まえまして、千葉市新基本計画を上位計画とした

個別部門計画として策定したものであり、議題（２）で説明のありました千

葉市こどもプランなどの個別計画における課題等を反映させていただいてお

ります。 

 次に、（３）の計画期間でございますが、平成29年度から令和４年度まで

の６年間としておりまして、進捗状況の御報告は今回が最終年度ということ

になります。計画策定時には、平成29年度から令和３年度までの５年間とし
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ておりましたが、上位計画である千葉市新基本計画の次期計画が令和５年度

からの開始となったことに伴い、第２期こども未来応援プランの始期を合わ

せるため、計画期間を１年延長することといたしました。 

 次に、２の進捗管理の方法でございますが、後ほど御説明をいたします計

画事業における取組状況の評価と数値目標における達成状況の確認により進

捗の管理を行っていくこととしております。 

 次に、３の進捗状況の公表についてでございますが、まず、（１）の公表

方法につきましては、この社会福祉審議会児童福祉専門分科会において、毎

年度、計画における実施状況や評価について御報告を行い、御意見をお伺い

することとしております。（２）のスケジュールにつきましては、本日、当

分科会において御意見等をお聞きした上で、11月下旬頃に市ホームページで

公表をする予定でございます。 

 続きまして、計画の令和４年度の進捗状況について御説明いたします。資

料２－２、千葉市こども未来応援プラン（子どもの貧困対策推進計画）の令

和４年度進捗状況についてを御覧ください。 

 １の（１）令和４年度計画事業の取組状況についてでございますが、４つ

の基本目標ごとに、各年度の令和４年度における実施状況に対する評価をま

とめたものとなっております。評価基準につきましては、表の欄外に記載の

とおりで、先ほどこどもプランのところで説明したものと同様となっており

ます。なお、計画事業数は複数の基本目標にまたがって該当する事業や、複

数の所管で実施する事業はそれぞれ重複でカウントしているところでござい

ます。 

 続いて、（２）計画事業達成率の推移を御覧ください。表の一番下の行が

令和４年度となります。全体としては表に記載のとおり、全127事業中、Ａが

２つ、Ｂが123、Ｃが２事業、Ｄがゼロとなっております。中央の黒い線の囲

みでありますＡＢ計で、全体として９割以上となっておりますので、おおむ

ね計画どおりに実施ができたものと考えているところでございます。また、

ＡＢ計につきましては、過去の計画期間６年間におきまして最もよい結果と

なっているところでございます。なお、こちらも複数の所管で実施している

事業は重複してカウントしておりますので、重複なしの事業数としては115事

業となっているところでございます。各事業の詳細につきましては、資料２
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－３、Ａ３横長の資料にまとめておりますが、個々の説明は割愛させていた

だき、ここでは評価のよかった評価Ａと、あるいは計画どおり実施できなか

った評価Ｃの事業につきまして、補足して説明させていただきます。資料２

－３の字が小さくてちょっと読みにくいといった事情があったため、今日御

報告いたします令和４年度分を抜粋したちょっと大きめの拡大版を本日配付

させていただいたため、そちらを見ていただければと思います。私もこちら

のほうを見ながら御説明させていただければと思っております。 

 まず、評価Ａの事業でございますが、ナンバー11、教育センターのライト

ポート管理運営事業を御覧ください。こちらは不登校の小・中学校生を対象

に、小集団の体験を通して社会性を育み、自分のペースで適応力を高めるこ

とで社会的自立をサポートするものでございますが、令和４年度にライトポ

ート３か所に２名ずつ計６名の指導員が新たに配置されました。結果としま

して、小学生の通級者が令和３年度の31名から令和４年度は123名と大きく増

加しており、評価Ａと書かれているところでございます。 

 続きまして、ナンバー58、これは当課、こども家庭支援課の学校外教育バ

ウチャーでございます。こちらは生活保護受給世帯やひとり親家庭の児童に

対してクーポンを提供し、学習塾やスポーツ、文化活動などの習い事に必要

な費用を助成するものでございます。小学５年生、６年生が対象となります

が、年々利用者が増加し、令和４年度には生活保護世帯についてはひとり親

世帯以外に対象を広げることとしたことで、より多くの方に御利用いただけ

たということで評価Ａとさせていただいているところでございます。 

 次に、評価Ｃの事業でございますが、ナンバー125、こちらも当課、こども

家庭支援課の事業でございますが、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験

合格支援事業でございます。これはひとり親家庭の親または子が高卒認定試

験の合格を目指して受講する対策講座、そういったものの費用を助成するも

のでございます。令和４年度は利用がなかったということで、評価Ｃとして

おります。実際に就労相談等を区で受け付けております自立支援員に確認し

たところ、早期に就労したいひとり親家庭は高卒資格というよりも介護職員

の初任者研修であるとか、そういった仕事、収入に直結する資格のほうが望

まれているということで件数は伸び悩んでいるということでございました。

これは全国的にもこの事業に関しては伸び悩んでいるという形で来ておりま
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す。今後対象となる方へ御案内は継続しながら、利用の必要な方には御利用

を勧奨していきたいと考えているところでございます。 

 続いて、ナンバー158、こちらも当課、こども家庭支援課の所管の事業でご

ざいますが、養育費確保促進事業でございます。こちらは養育費に関する養

育費保証契約の保証料の一部を助成するものでございますが、令和４年度は

２件にとどまっているところから、評価Ｃとしているところでございます。

こちらは養育費の保証契約を取り扱う事業者が全国的にも非常に少ないとい

うこと、また、契約する際にも支払者の支払い能力であるとか、あるいは過

去に養育費の支払いの滞納がないことであるとか、そういったところの契約

上のハードルが高いことが原因の一つと考えております。今後のニーズを踏

まえた目標設定を行いながら利用のほうを周知してまいりたいと考えている

ところでございます。 

 評価Ａ、Ｃの事業についての説明は以上となります。 

 続きまして、資料２－２の２ページをお願いいたします。２の数値目標の

達成状況について御説明させていただきます。１の進学率、今回掲載させて

いただきますが、この進学率以外に、当計画では学校以外の１日当たりの勉

強時間が数値目標となっておりましたが、こちらは令和２年度のアンケート

調査でその結果については昨年度、令和４年度に御報告済みのため割愛させ

ていただきます。 

 では、１の進学率ですが、こちらは毎年度集計をしているところでござい

まして、第２期計画にも数値目標として引き継がれているところでございま

す。目標は生活保護世帯児童及び児童養護施設等の高校進学率と高校卒業後

の進学率を本市の全児童平均に近づけることとしております。加えまして、

高校卒業後に進学あるいは就職している割合を100％に近づけることも目標

としているところでございます。ここで言っております児童養護施設等には

里親やファミリーホームなどを含む社会的養護全般を有しているところでご

ざいます。これを計画策定時の平成27年度と今回更新しました令和４年度で

比較いたしますと、児童養護施設等児童につきましては、高校の進学率につ

きましては、下の表の左から３行目のところですが、100％に達しておりまし

て、全児童平均を上回っているところでございます。 

 続いて、生活保護世帯の児童につきましては、高校進学率で93.6％と全児
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童平均と比べますと5.5ポイント、高校卒業後の進学率で見ますと46.6％と全

児童平均と比べますと40.5ポイントと、上の平成27年度の表と比べますと数

値のほうは改善しまして、全児童平均に近づいているという形になっており

ます。また、進学率と就職率の合計につきましても、児童養護施設等の児童

は100％、また、生活保護世帯児童も平成27年度と比較して数値は向上してい

るような状況でございまして、目標でございます100％に近づいているところ

でございます。ただ、児童養護施設等の児童につきましては、もともと対象

者数が12名という形で、人数が少ないので、数人の動向で大きく数値のほう

は変動してまいりますことから、第２期計画につきましても、推移は注視し

ていきたいと考えているところでございます。 

 続きまして、３の第１期計画を終えてというところで、今回は第１期計画

の最後の御報告となりますので、基本目標を基に振り返りを行わせていただ

きたいと存じます。 

 まず（１）の教育の支援でございますが、スクールカウンセラーが全校に

配置され、スクールソーシャルワーカーの配置も拡大されたことで、学校を

プラットフォームとした支援体制が充実したことに加えまして、中学生の学

習支援や幼児教育の無償化など、学習機会の均等を図る取組が推進されまし

た。その一方で、不登校児童生徒の割合が増加傾向にございまして、引き続

き教育の機会の均等化、学習環境の整備を継続する必要があると認識をして

いるところでございます。 

 次に、（２）の生活の支援でございますが、保育等の確保に加えまして、

ひとり親家庭等の相談体制などが充実し、支援体制の充実が図られました。

また、子どもナビゲーターの配置により生活習慣や家庭環境の改善につきま

して支援が推進された一方で、児童虐待の相談対応件数は増加しておりまし

て、また新たにヤングケアラーなどの課題も生じているところでございます。 

 次に、（３）の保護者の就労・経済的支援でございますが、保護者の学び

直しや就労機会の提供などを推進するとともに、第３子以降の学校給食費無

償化など、各種負担の軽減が図られ、とりわけ養育費確保に関する支援メニ

ューが充実しているところでございます。今後も就労に係る支援はもちろん、

安定した職業生活が継続できるよう生活基盤の下支えが必要となると考えて

おります。 
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 最後に、連携体制等でございますが、各関係機関の連携体制の構築ととも

に、子どもの貧困を社会的に重要な課題として認識し、社会全体で子どもの

支援を図るための情報発信や各種研修の実施による支援人材の育成に取り組

みました。子どもナビゲーターの連携の要となる人材の配置を拡充したほか、

子ども食堂など企業や地域との連携体制も構築されました。しかしながら、

関係者アンケートにありますように、支援を要する子ども・家庭に支援を届

けにくいという現実があり、今後も課題となっております。 

 これら４つの視点から、第１期計画を振り返りまして、第２期計画では、

支援が届かない、届きにくい子ども・家庭とつながる施策の推進を計画の力

点としているところでございます。引き続き、関係課等と連携しまして、子

どもの現在及び将来が、生まれ育った環境に左右されることなく、全ての子

どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指してまいりま

すので、今後とも委員の皆様におかれましては御協力をお願いしたいと存じ

ます。 

 議題（３）千葉市こども未来応援プランの説明については以上となります

が、内容につきまして不明な点がございましたら、会議後におきましても、

お時間のあるときに資料をお目通しいただき、お気づきの点がございました

ら、資料２－４のご意見記入用紙等によりお問合せいただければと存じます。

よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

中澤会長： ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何か御質問、御

意見がございましたらお願いいたします。今田委員、お願いいたします。 

今田委員： １つ教えていただきたいのですが、子どもルームにおける夏休み中の昼御

飯というのは、費用はどのようになっているのですか。 

石田課長： 健全育成課の石田と申します。子どもルームにおいて、長期休業期間であ

る夏休みと冬休みの食事の提供については、現在、各事業者の裁量に任せて

いるのですが、今現在、千葉市の公設民営ルームの４分の１については、各

事業者のほうで子どもたちに希望を取って配食サービスという形でやってお

ります。残りの子どもルームにつきましても、今後それを拡充していくよう

に検討をしている最中であります。 

今田委員： 希望をすれば提供されるということですが、費用は保護者の負担になって
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いるんですか。 

石田課長： 今のところは保護者の負担ということで実施しております。 

今田委員： 特に貧困の家庭ですと、学校給食がなくなったときには子どもたちが非常

に飢えてしまうというようなお話を聞きますので、ぜひそのあたりは早めに

公費で助成するようにしていただくといいと思います。よろしくお願いしま

す。 

石田課長： 今のところ、公費でというのは難しい話ですが、まずは生活保護を受けて

いる家庭などにつきましては、子どもルーム自体の利用料が免除となってい

るなど、減免措置利用の対応をしておりますので、それでもという場合には

ニーズ調査等を踏まえて対応を検討していきたいと考えます。 

中澤会長： ありがとうございます。ほかに御意見はございますでしょうか。では、渡

辺委員からお願いします。 

渡辺委員： 学校外教育バウチャーは大変評価が高く、ニーズも高いというような効果

も出ているということで、拡充がされたと評価をしておりますけれども、実

態としては、寄附金で成り立っている財源がついていないものと認識してい

ます。これだけ需要が高いものは応援していきたいと思いますけれども、そ

のあたりは事務局としてどのようにお考えでしょうか。 

 あと、もう１点お聞きします。今回、学校関係の方が全くいらっしゃって

いないのはなぜなのかということです。こども未来応援プランに関してかな

りの部分で学校や教育委員会も関わる中で、この会議に参加していないこと

について御説明いただければと思います。 

中澤会長： お願いします。 

髙木課長： こども家庭支援課、髙木でございます。学校外教育バウチャーに関しまし

ては、貧困世帯の学力向上といったところで、一般世帯との差を縮めるため

の１つの方策として有益な事業であると認識しております。現在は、小学校

５年生・６年生、生活保護世帯、ひとり親家庭の児童扶養手当全部の支給世

帯の方々が受給対象となっていますが、今後、それに関しまして拡大してい

くのが望ましい方向性かなというように考えているところでございます。た

だ、その拡大の方向性につきましても、所得要件のほうを緩和してとか、あ

るいは学年の幅をより広い対象としていくのかなど、様々な議論がございま

すので、そういったところを検討しながら、財源についてはその中で必要性
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が認められ、寄附では成り立たないというような形になった際に、一般財源

のほうの投入を要望してまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、この場に学校の関係者の方が出席していないことについてでござい

ますが、学校等に関しましては、貧困については特に学校の貧困対策という

ことで、こども未来局と教育委員会との連携は非常に重要なものという形で

認識しているところでございます。今後、こういった場がありましたら、そ

ういった御意見も踏まえまして、出席等につきまして検討していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

宮葉課長： こども企画課でございます。今の点につきまして少し補足させていただき

ます。 

 今回、会場の都合もございまして、狭い会場なのと、議題２つに関して教

育委員会の事業を説明する項目が少なかったということがございます。 

 あとはこの会議以前に庁内の連絡会議というものを設けておりまして、そ

の中で教育委員会の各所管も入っておりまして、その会議の中で児童福祉専

門分科会でも議題について説明して意見交換を行いつつ、また今後にも同じ

ように庁内の連絡会議を開いて、この会議の中での御意見等につきまして情

報共有を図るということを行っています。 

 以上でございます。 

中澤会長： 以前、教育委員会の方に来ていただいたことがありましたよね。子どもル

ームというか放課後の議題に関して。必要に応じてそういう場合もあってい

いかなと思っています。特に、子ども政策ですので、教育委員会との連携は

すごく大切ですので、その点はよろしくお願いしたいと思います。ほかにい

かがでしょうか。 

 少し細かい数字を教えていただきたいというか、不登校が随分増えている

ということですが、学年とか、どのあたりで増えているのかとか、それから

もう１つ、ヤングケアラーはどのくらいの割合でいらっしゃるのかというの

をちょっと教えていただければと思いまして。お願いします。 

髙木課長： こども家庭支援課でございます。不登校の実態につきましては教育センタ

ーのほうで把握しているところでございまして、今現在学年ごとというよう

な詳しい数字は持ち合わせていないのですが、今手元にある資料ですと、小・
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中学生を合わせた不登校児童として、令和２年度が約1,050人、令和３年度が

約1,290名といったところで、これは増加傾向にあるという形で認識しており

ます。 

 また、ヤングケアラーの数字でございますが、こちらに関しましては、ま

さに国のほうが令和２年度に全国的な調査を開始したところでございまし

て、その中では、小学生の約15人に１人、中学生につきましては約17人に１

人、高校生につきましては約24人に１人がヤングケアラーというような数値

が出ておりまして、本市におきましても実態調査を行ったところ、出現率が

それよりも若干高いような形では出たのですが、ほぼほぼ同じような傾向と

いう形で数値が出されているところでございます。 

 以上でございます。 

中澤会長： ありがとうございます。不登校に関しても、また、ヤングケアラーに関し

ても、様々な課題を捉えていく必要はございますけれども、こういう数字に

も注意していきたいなと思います。ほかにいかがでしょうか。何か御意見等、

よろしいですか。ありがとうございます。 

 お願いします。 

山口所長： すみません、東部児童相談所でございます。先ほどこどもプランの進捗管

理の議題の際、坂原委員から御質問がありました一時保護児童の施設に預け

たお子さん以外の平均在所数につきまして、御報告をさせていただきます。 

 児童福祉施設や里親、ファミリーホーム、それから自立援助ホーム、そう

いった施設関係に措置または一時保護委託で行った以外のお子さんについて

の数字になります。令和４年度の平均が39.41となっております。 

 以上でございます。 

中澤会長： ありがとうございました。 

 それでは、議題（２）及び議題（３）に関しまして、事務局案のとおり決

定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

中澤会長： ありがとうございます。 

  

その他 
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中澤会長： 続きまして、次第３、その他ですけれども、事務局から御連絡はあります

でしょうか。お願いします。 

宮葉課長： こども企画課でございます。次回の開催予定でございますけれども、来年

３月頃を予定してございます。日程につきましてはまた近くになりましたら

改めて調整させていただきます。どうぞよろしくお願いたいします。 

 以上でございます。 

中澤会長： それでは、全体に関しまして各委員のほうから何か御質問、御意見などあ

りましたらお願いいたします。 

 特に御質問、御意見はないようですので、これで予定していた議題等は終

了になります。おかげさまをもちまして円滑に議事を進めることができまし

た。それでは、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 事務局にお返しいたします。 

佐久間補佐： それでは、以上をもちまして令和５年度第１回千葉市社会福祉審議会児童

福祉専門分科会を閉会いたします。委員の皆様方、本日はどうもありがとう

ございました。 

以上 

 

※発言等の一部につきましては、必要に応じ本人に了解を得るなどした上、趣旨を損なわない範囲で

修正しております。 

 

 


